最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付等関連業務（保護廃止世帯分）
仕様書

１　業務の名称
　　最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付等関連業務（保護廃止世帯分）

２　目的
　　平成25年生活保護基準改定により、生活保護費の引き下げの影響を受けた世帯のうち、原告世帯、保護受給中世帯を除く保護廃止世帯に対して、国の定める基準に基づき、円滑に追加給付を行うことを目的とする。

３　委託期間
　　令和８年７月27日（月）から令和９年３月31日（火）まで

４　対象世帯
　　兵庫県が設置する６健康福祉事務所（宝塚、加古川、加東、中播磨、龍野、新温泉）において、原告世帯、保護受給中世帯を除く保護廃止世帯を対象とする。なお、追加給付対象者には、生活保護法の準用による保護を受給していた外国籍の者も含むものである。

５　対象世帯数
　　約1,000世帯（概算。申請によるため、変動の可能性あり）

６　事業費等
(1) 委託上限額
　　￥16,660,188-（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。
(2) 契約保証金の納入
　　契約に際しては、契約保証金（契約金額の１割以上）を納入する必要があるため注意すること（財務規則第100条第１項に定める場合を除く）

７　履行場所
　　兵庫県庁１号館５階において、発注者が確保する執務室において業務を行う。業務に必要となるＰＣ、複合機、電話機（電話番号も含む）、コピー用紙は、発注者において準備したものを使用すること。

８　実施体制
(1) 配置人員
　　 本業務の実施に際して４名（下記(2)業務管理責任者１名を含む）を「７　履行場所」に配置すること。
(2) 業務管理責任者の配置
業務管理責任者１名は受注者の正規職員とし、常勤で本業務を統括することとし、他業務と兼務しないこと。
(3) 勤務日及び勤務時間
　① 勤務日
　　 委託期間中の県庁開庁日とすること。
　② 勤務時間
　　 9:00～17:00を基本とすること。

９　業務内容
(1) 問い合わせ対応
　① 一般的な事項
　　 個人情報を含まない一般的な問い合わせ等については、厚生労働省が設　置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター※」を案内することを基本とする。
　　　※電話番号：0120-179-445（平日9:00～17:00）
　② 個別の事項
　　 具体的な給付対象・金額の確認等への問い合わせについては、県との協議のうえ、対応することとする。
(2) 対象世帯の把握
県が保有する「生活保護システム」のデータや厚生労働省から提供された「計算ツール」等を活用し、対象世帯の一覧、想定支給額等について整理することとする。
(3) 申出書への対応
① 受理の方法
　　 原則、郵送とする。
② 受付開始時期
令和８年８月３日（月）を予定
③ 受付・審査・補正
　　・　申出書等の受付・審査・不備への対応マニュアルを作成のうえ、対応することとする。
　　・　受付・進行管理に際しては、エクセルデータ等による台帳を整備することとする。
④ 申出者への通知作成
・　審査を踏まえ、保護追加給付の可否を記載した通知書を作成のうえ、発送準備を行う（通信費は県負担とする）。
⑤ 経理処理に向けたデータ・申出書等の整備
　　・支払手続が円滑に進むよう、エクセルデータ等による台帳を整備することとする。
⑥ 処理完了後の申出書等の整理
・ファイリングのうえ、発注者に引き継ぐ。
(4) その他補助業務
　　その他、当該事務に関連して要する補助業務を行う。

10　成果物
本委託業務を通じて作成した台帳等について、受注者は発注者へ納品すること。

11 情報の管理
受注者は、「兵庫県情報セキュリティ対策指針」（令和８年兵庫県告示第295号の２）及びその実施手順を守り委託業務を実施すること。

12 その他
(1) 本業務を円滑に遂行するため、県が必要と認めるときは、業務の進捗状況について報告を求めることができる。
(2) 受注者は、本業務委託の契約後、速やかに発注者の担当者と契約履行について打ち合わせること。
(3) 国の方針によって業務内容に変更が生じる可能性があるため、その場合には契約締結後に受注者、発注者の双方で協議の上決定すること。
(4) この仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度受注者、発注者の双方で協議して定めるものとする。

【問い合わせ・連絡先】
　					兵庫県福祉部地域福祉課
　					　生活保護班　担当：原田、鶴田
Tel：078-341-7711（内線73450）
Fax：078-362-4262
　					  Eﾒｰﾙ：chiikifukushi@pref.hyogo.lg.jp
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